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秋田県告示第１２０号

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号。以下「令」という ）第９条第３項、第５。

項及び第８項、第10条第３項及び第６項並びに第11条第３項及び第６項に規定する知事が定める数を次のとおり定め、

令和６年４月１日から施行する。

令和６年３月26日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 令第９条第３項の知事が定める医療費指数反映係数は、0.9とする。

２ 令第９条第５項の知事が定める一般納付金所得係数は、0.7443005550966とする。

３ 令第９条第８項の知事が定める一般納付金基礎額調整係数は、0.9980533044992とする。

４ 令第10条第３項の知事が定める後期高齢者支援金等納付金所得係数は、0.7387018514578とする。

５ 令第10条第６項の知事が定める後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、0.9999999976573とする。

６ 令第11条第３項の知事が定める介護納付金納付金所得係数は、0.7731240150321とする。

７ 令第11条第６項の知事が定める介護納付金納付金基礎額調整係数は、0.9999999919142とする。


